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障害者雇用義務の
対象に精神障害者
が加わります

「障害者が地域の一員として共に暮

らし、共に働く」ことを当たり前にす

るために、事業主には法定雇用率以上

の割合で、障害者を雇用する義務があ

ります。4月1日から障害者雇用義務

の対象に精神障害者が加わり、あわせ

て法定雇用率も変わります。
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２月28日、宮崎労働局は、える

ぼし・くるみん認定交付式を開催

しました。「えるぼし」について

は宮崎県内では初めて、えびの電

子工業株式会社（えびの市・製造

業・労働者数690名）を認定。

えるぼし認定

は認定基準を満

たす項目数に応じて3つの段階が

ありますが、同社は、女性の管理

職比率や継続就業など５つの認定

基準全てを満たした３段階目の認

定となりました。津曲洋一社長は、

「当社は女性、特に主婦層の労働

者が多く、どうしたら彼女たちが

生き生きと働い

てくれるかとい

う観点から社内

制度を作り上げ

ました。その結

果として三ツ星

の基準を満たしたと思います」と

述べられました。

また、次世代育成対策推進法に

基づく「子育てサポート企業」を

認定する「くるみん」については、

認定基準が厳しくなった昨年４月

以降では県内初とな

る認定を医療法人栄

正・慈英病院（宮崎市・医療福祉・

労働者数116名）に授与。同院の東

洋一事務長は、「男性看護師が１

２月22日から26日にかけ、宮崎

労働局は、派遣先・請負発注者等

を対象としたセミナーを開催しま

した。平成27年9月に改正派遣法

が施行され、派遣期間を一律に3

年に限る「3年ルール」が、今年9

月末に最初の期限を迎えます。

セミナーでは派遣先の講ずべき

措置や、派遣と請負との区分、い

わゆる偽装請負の内容を中心に、

中村需給調整指導官が「派遣先は、

派遣労働者を3年を経過して受け入

れる場合、期間延長手続きとして

期限内に過半数労働組合等との意

見聴取が必要です。一方、派遣元

は、派遣先への直接雇用依頼など

雇用安定措置等が生じます」など

の留意点を説明しました。

セミナーには宮崎・延岡・都城

の3会場に計122社169名の参加が

ありました。

か月育児休業を取ったときは、同

僚の看護師みんながカバーしてく

れました」と語られました。

どちらも、県内事業場の範とし

て更なる躍進を期待いたします。

「えるぼし」とは

女性の活躍推進に関する状況等が

優良な企業として厚生労働大臣が認

定します。「えるぼし」を商品など

に使用でき、女性の活躍推進をアピー

ルできます。また「公共調達におけ

る加点評価」と「日本政策金融公庫

による低利融資」の対象になります。

現 行 4/1以降

民 間 2.0% 2 .2%

国､自治体 2 .3% 2 .5%

教育委員会 2 .2% 2 .4%
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３月27日（火）場所 シーガイア

「これらの助成金について知らな

かったので事業所の方と話す際、

参考になります」「この資料は取

引事業所に渡したい」など積極的

な発言をいただきました。

健康経営フォーラムを宮崎市で開

催しました。

従業員の健康管理への取組等に

関する講演後、ハローワーク宮崎

で相談窓口やがん拠点病院での出

張相談を直接担当している二色就

職支援ナビゲーターが、「がん患

者の就労支援について」と題して

講演。二色ナビは就職が実現した

事例を紹介しな

がら「企業にお

ける通院時の休

暇や体調の変化

を配慮するなど、

宮崎労働局は、2月2日、がん等

に罹患しても仕事と治療を両立し

ながら働くことができる社会の実

現に向け、長期療養者就職支援事

業の事業主向けに宮崎県と共催で、

２月16日、労働契約等解説セミ

ナーが、厚生労働省委託事業とし

て宮崎市内で開催され、企業の労

務担当者など約20名が参加しまし

た。セミナーでは、安心して働く

ためのルール「労働契約法」その

中でも特に「無期転換ルール」に

ついて、判例や事例を交えた講演

がありました。

宮崎労働局からは木村労働紛争

調整官が講師役として参加し、労

使間でトラブ

ルになった時

に役立つ個別

労働紛争解決

システムにつ

いて説明しま

した。

2月8日、宮崎市で介護事業経

験交流会が開催され、99の事業

所から166名が参加しました。交

流会は、介護分野における人材確

保のための雇用管理改善推進事業

の一環として、宮崎労働局から委

託された介護労働安定センターの

主催で開かれたものです。

労働契約等解説セミナー

宮崎労働局か

らは、前田職業

対策課長が出席

し「人手不足が

深刻な介護・保

育・建設業を啓

発対象分野として、ハローワーク

の求人窓口や事業所訪問等での啓

発に努めています。業界全体及び

個々の事業所が、魅力ある職場づ

くりを推進し、労働者からみて働

きがい・働きやすさのある職場環

境を整備し、雇用の確保が図られ

るよう啓発をすすめています」と

挨拶しました。

宮崎労働局は、2月15日、宮崎

太陽銀行本店において労働局の各

種助成金について説明しました。

これは「働き方改革における金融

機関との連携取組」の一環で、助

成金を活用して事業所の生産性向

上を図るものです。同行の各ブロッ

ク代表11名が参加しました。

労働局から萩原職業対策課雇用

開発係長と和田雇用環境・均等室

長補佐が説明し、参加者からは

職場環境を整備してほしい」と述

べ、具体的な雇用への意思表示と

なる「仕事と治療を両立しやすい

求人」のハローワークへの提出に

ついて積極的な検討を訴えました。

当日は、123名が参加し熱心に講

演に耳を傾けていました。

仕事と治療の両立と長期療養者の就労への理解を訴え

介護事業者経験交流会に99事業所166名が参加
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県内企業130社各市町村参加！
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宮崎太陽銀行

平成30年度
労働基準監督官

採用試験
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付期間
3月30日～4月11日

http://www.saiyo-kantokukan.mhlw.go.jp/index.html


